
 学童保育（放課後児童クラブ）は、１９９８年の児童福祉法改正により初めてその必要性が公的に認められた

ばかりで、その内容については未だ地域によってまちまちなのが現状です。例えば、保育園は一定の児童数に対

する保育士の人数や保育施設の面積が法律で規定されていますが、学童保育には一切の法律的な規制はありませ

ん。また、成長期の子どもたちの生活を見守る責任ある専門的な職務にもかかわらず、学童保育の指導員の資格

や待遇についても、何の基準もありません。 

 今、学童保育を利用する私たち保護者は、子どもたちが安心して放課後を過ごせる環境を守るために、共に考

え、協力する事によってより良い保育環境を実現していく責務を負っていると思います。連絡会では、今後も行

政の動きや学童保育を取り巻く社会情勢など、様々な情報をお知らせしていきます。ぜひ注目していただき、必

要に応じてご協力をお願いしたいと思います。 

 

２０１１年４月 春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 

第第第第第第第第８８８８８８８８号号号号号号号号        

 新入生のみなさん、そして保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。そして学童保育

へようこそ！ 

「春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会（略称：連絡会）」は、子どもたちの放課後の生活

をより楽しく有意義なものにするために活動する事を目的として、２００８年２月に発足し

ました。学童保育に関する情報交換や意見交換、市への要望などを行っていきます。 

 ここでは、なぜそのような組織が必要とされるのか、春日部の学童保育の実情と併せてご

説明します。新入生だけではなく上級生の保護者の方にも、ぜひお読みくださり、お子さん

の学童保育での生活をより充実したものとするために、ご協力をお願いします。 

 

新新入入生生ののみみななささんん、、よよううここそそ学学童童へへ!!    

春春日日部部市市放放課課後後児児童童ククララブブ父父母母会会連連絡絡会会でですす。。  

ままずずはは、、「「学学童童保保育育」」のの現現状状ににつついいてて、、ごご理理解解くくだだささいい！！  

配布用 

拡大版 

誰誰がが運運営営ししてていいるるのの？？ 

春日部市の放課後児童クラブは、指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度の下で市が指定先を選定市が指定先を選定市が指定先を選定市が指定先を選定し、社会福祉協議会が運営社会福祉協議会が運営社会福祉協議会が運営社会福祉協議会が運営して

います。 

指定管理者制度の問題点指定管理者制度の問題点指定管理者制度の問題点指定管理者制度の問題点    

・指定期間が限られている → 継続的な運営が望まれる施設には不向き。 

・コストダウン偏重主義  → サービス内容の低下につながる。 

・民間企業への指定    → 企業倒産のリスク。 

 

春日部市春日部市春日部市春日部市    

（保育課）（保育課）（保育課）（保育課）    

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会    

（指定管理者）（指定管理者）（指定管理者）（指定管理者）    

委託契約 

（平成 21から 5年契約） 

保護者保護者保護者保護者    

児童児童児童児童    

保育料 

入室許可 

保育サービス 

指定管理者制度とは？指定管理者制度とは？指定管理者制度とは？指定管理者制度とは？    

自治体が保有、管理している施設の運営を、

議会の承認を経て指定された民間団体に委

託する制度。指定期間（通常３年から５年）

が存在し、期間終了後は再度指定先の選定が

行われる。最近では、学童保育のほか、保育

園や公民館、公園など多くの施設に導入され

ている。 

指導員の雇用、教育 

保育の実施 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

春日部市放課後児童クラブ父母会連絡会 事務局 090-3312-5682 kadoi@ltj.co.jp 土井 

ホームページ http://gakudou.kids.coocan.jp/ ←活動記録や各種資料が掲載されていますのでご覧下さい。 

 
＜お知らせ＞ 

放課後児童クラブ父母会連絡会 総会 
２０10 年５月１５日（日）１０：００～１２：００ 

あしすと ３階 講習室にて 

総会議事：活動報告、会計報告、 

  活動計画、予算 

その他議事：おやつ代システム変更の影響 

   対市要望交渉の今後の進め方 

どなたでも参加できます。 

学童の事、子育ての事・・・ 

一緒に考えてみませんか？ 

ぜひお誘い合わせてご参加

ください。 

保育室あり保育室あり保育室あり保育室ありますますますます！！！！    

連絡会は今年も、より良い保育環境を実現するために活動連絡会は今年も、より良い保育環境を実現するために活動連絡会は今年も、より良い保育環境を実現するために活動連絡会は今年も、より良い保育環境を実現するために活動していきます！していきます！していきます！していきます！    
放課後児童クラブを巡る様々な問題があります。子どもたちには適正な規模の集団で保育を受ける環境が必

要です。また、指導員が高いモチベーションを持って長く働き続ける事ができなければ良い保育には繋がり

ません。私たち父母が、こうした問題に対して無関心にならず、真剣に考えながら行動することがとても大

切です。 

連絡会では、市内の全放課後児童クラブ利用者の声を集め、情報を共有し、市（保育課）や指定先（社会福

祉協議会）への要望などを通じて、保育環境の充実を求めて活動していきます。父母の皆様のご協力をお願

いいたします。 

 

＜ハッピースマイル事件＜ハッピースマイル事件＜ハッピースマイル事件＜ハッピースマイル事件（（（（2008200820082008年）年）年）年）＞＞＞＞    

自治体からの指定を受け、東京や埼玉で

複数の保育園や学童保育を運営していた

企業が倒産。年度途中で子どもの受入れ

ができなくなり、大混乱に。自治体が前

払いした委託費も、債務返済に使われて

しまいました。 

＜指定先変更＜指定先変更＜指定先変更＜指定先変更で保育の質が･･･所沢で（で保育の質が･･･所沢で（で保育の質が･･･所沢で（で保育の質が･･･所沢で（2009200920092009年年年年))))＞＞＞＞    

大規模化によって分割された学童保育･･･同じ小学校の敷地内に

第２学童保育が誕生しましたが、市が民間企業を指定して運営が

スタート。しかし経験の乏しい指導員が手探り状態の毎日に！

「おやつの内容」「父母との接し方」など、基本的な事を、従来

からある第１学童保育の指導員に聞きにくると言う状況になり

ました。選考審査では本当の保育内容は評価できない！？ 

 
指定管理者制度では、公募などにより事業の引き受け先を募集し、自治体が審査をして指定先を決定する

のが通常です。しかし、安易な民間委託は上記の様な問題を引き起こす危険をはらんでいます。 

特に学童保育の運営については、単に指導員の人数を揃えれば良いと言うものではなく、選考審査でも保

育内容のレベルについては判定しにくいのが現状です。単に安価に引き受けられる指定先を選定すること

になれば、子どもたちの安心で充実した生活が守れなくなる可能性があります。我々父母も、自治体の都

合による安易な指定が行なわれない様、声を上げて働きかけて行く必要があります。 

ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？    

「子ども・子育て新システム」「子ども・子育て新システム」「子ども・子育て新システム」「子ども・子育て新システム」    
「子ども・子育て新システム」は、待機児童対

策として政府が導入しようとしているもので

す。保育を必要とする父母に対し、自治体が直

接保育環境を提供する従来のシステムを根本

から転換し、父母が直接保育園に交渉して入園

するというものです。保育に対する自治体の責

任が薄れ、自己責任、応益負担による自己管理

が利用者に求められます。 

こうした流れを食い止めるため、連絡会では、

新システムに反対していきます。 

今までは今までは今までは今までは    新システムでは新システムでは新システムでは新システムでは    

保育希望者に対し、自

治体が保育場所を指定 

（自治体責任） 

自治体は要保育認定のみ。 

父母が自分で保育園など

と契約（個人責任） 

全員に同レベルの保育 

所得により保育料減免 

（応能負担） 

保育内容により料金を

差別化→保育格差！ 

（応益負担） 

国や県から、運営者に対

する補助金 

（運営補助） 

 

補助金廃止、独立採算へ 

 →人件費削減 

  （保育水準の低下） 

 

※２月に実施した「新システムに関する勉強会」資料がホームページに掲載されていますのでご参照ください。 


